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業務用マイコンメーターとガス警報器の連動等のお願いについて（お願い） 

 

 

標記につきまして、日本ガスメーター工業会より下記について周知依頼がありました。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれま

しては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．業務用マイコンメーターとガス警報器の連動のお願いについて(別添１) 

業務用施設におけるＬＰガス漏えい対策として、業務用マイコンメーターとガス

警報器の連動が不可欠であることから、保安の確保の観点からガス警報器との連動

についてお願いがありました。 

なお、本件については、全Ｌ協が実施している「ＬＰガス安心サポート推進運動」

において、重要取組事項として掲げていることから、対策を実施していただきます

ようお願いいたします。 

 

２．ガスメーターにおけるセンター遮断時の対応について(別添２) 

ＬＰＷＡの普及にともない、ガスメーターと集中監視システムの連動において、

強制的にガスメーターを遮断させる「センター遮断」において、何らかの理由で「セ

ンター遮断」が行われ、ガスメーターが故障品として返品される事案が発生してい

ることから、別添２のとおり集中監視システムより「センター遮断」電文を送信後、

「復帰許可」電文を送信するなどの対応をお願いいたします。 

 

３．パンフレット及びデジタル素材の活用のお願いについて(別添３) 

  同工業会ホームページにおけるＬＰガス事業者向けサイトにおいて、「パンフ

レット紹介」及び「お役立ちフリー素材集」を提供していることから、ご活用い

ただきたい旨のご紹介のお願いがありました。 
 
事業者向けサイトＵＲＬ：https://www.jgia.gr.jp/lp / 

 

 

 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 瀬谷、國坂 
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